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        ≪ 会員募集と商工貯蓄共済加入推進について ≫  

 黒埼商工会では10月と11月を会員募集と商工貯蓄共済加入の推進月間としております。 

 商工会の役職員が伺いましたら、皆様からご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

裏面もご覧ください 

●事業所「定期健康診断」のお知らせ 
 

黒埼商工会館において、事業所健康診断が実施されます。どうぞこの機会にご利用ください。 

なお、詳細は別紙案内文書をご参照ください。 

 ・日   時 令和４年１２月１３日（火）午前９時～11時30分 

 ・健診機関 一般社団法人 新潟県健康管理協会（新潟市中央区新光町11番地1） 

 ・申込方法 11月配布の「定期健康診断申込書」を申込期限11/21（月）までに黒埼商工会へ 

  ＦＡＸにてお申し込みください。 

●よくわかるインボイス対応セミナー 免税事業者も人ごとではありません！ 

 2023年10月から適格請求書等保存方式（インボイス）制度が導入されます。消費税の納付が免除されて

いる免税事業者も無関係ではありません。消費税制度の仕組みや、免税事業者が気を付けるべきポイントな

どをお伝えし、インボイス方式の概要から実務上対応のポイントについて、分かりやすく解説いたします。  

 【日 時】11月17日（木）17：00～ 黒埼商工会館 2階研修室 
   【講 師】税理士 辰喜 太輔 氏 

 興味のある方は、同封してあります参加申込書に必要事項記載のうえ、商工会まで申し込みください。 

  受講料 無料 （講習会後、商業部会忘年会を開催します。参加の方は負担金3,000円をお願いします。） 

●「小規模事業者 持続化補助金」応募募集！！≪販路開拓の補助金を手に入れるチャンスです!≫ 

 小規模事業者が取り組む、地道な販路開拓（新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな客層の確保に向

けた商品の改良・開発等）に要する経費の２/３を補助（補助上限額５０～２００万円）する補助制度です。申請に必要

な経営計画策定から実施まで、商工会が支援しながら行います。ご希望の方は商工会までお問い合せください。 

 １ 応募開始   応募受付中（第１０回締切 １２/９（金）当日消印有効 ） 

  ・経営計画策定、申請書の作成等が有りますので、締切３週間前に商工会へお申し込みください。 

  ・応募後審査により補助先が決定いたします。 

 ２ 申請書類等について 申請書類、新潟県商工会連合会のホームページからダウンロードできます。    

 ３ 採択者決定 令和５年２月末を予定（申請数によって、遅れる可能性があります） 

●令和４年度分年末調整についてのおしらせ（国税庁） 
 

例年、源泉徴収義務者の方向けに送付していました「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレット等に代えて、リーフ

レットを送付しています。  

・従来のパンフレット等については国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」に掲載して

いますので、そちらをご確認ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

※令和５年分の「源泉徴収税額表」の税額については、令和４年分から変更はありません。 



●黒埼商工会景況調査報告書（令和４年上期）を掲載します。  

当会では地区内の小規模事業者等を対象に、景況調査を年２回、上期と下期に実施しております。 

今回、令和４年度 上期の調査がまとまりましたので、ご報告いたします。 

右のＱＲコード（商工会ＨＰ）よりご確認ください。 

  商工会ＨＰ 

●商工会組織の集約化について・・・１０月２６日 第７回 西新潟商工会合併検討協議会 開催 

 合併協議の状況を会報で継続してお知らせしています。第７回合併協議会では、前回に引き続き地域支部の設置

について協議が行われ、地域支部は委員会組織として次のとおり設置することとなりました。 

【①目的】地域の課題を検討する委員会的な組織とし、合併後の旧商工会地域における会館の活用や役員の選出な

ど地域全般に関わる課題を検討し、その検討結果を商工会運営に反映させるものとする。 

【②役割】地域課題について、合併後の商工会からの諮問を受け答申することや、商工会に対して自主的に建議する

などの役割を有するものとする。 

【③組織】地区選出の役員全員を部会員とし、必要があれば地域の会員から部会員を加えることができることとする。

定款や運営規約に規定せず委員会規程として規定するが、役割について明記し地域支部の実効性を確保する。 

【④その他】総会設置や事業予算配分は行わず、会議開催に必要な費用弁償等の経費を予算措置するものとする。 

【⑤名称(案)】黒埼支部委員会、内野支部委員会、赤塚支部委員会 

 なお、３つの作業部会では、合併後の組織や財政、地域振興などについて具体的な検討を進めており、その検討結

果を合併協議会での協議に反映させています。 

 今後も合併協議の経過などにつきましては、会報や地区懇談会などで随時お知らせいたします。 

●黒埼商工会 会員大募集！！ 

 商工会では、新規会員を募集しています。開業したい方や開業したばかりで決算書

や確定申告の記載・帳簿のつけ方がわからない方、また従業員の労働保険について

相談したいなど経営について相談したい方がお知り合いにいませんか？ 

 もしいらっしゃいましたら、黒埼商工会までご連絡ください。商工会について役職員が

相談・説明に伺います。 

 ※会員募集チラシを先月同封しましたので、ぜひご覧ください。 

●商工貯蓄共済加入推進について  

 10月、11月は商工貯蓄共済加入推進月間となっています。商工会の役職員が伺いましたらご協力をお願

いいたします。なお、商工貯蓄共済加入のメリットについては、同封のチラシ等をご覧ください。  

●一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を ～働くを守る。暮らしを守る。労働保険～ 

労働者（パート、アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は労働保険（労災保険・雇

用保険）に加入しなければなりません。 
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給され

る助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くこと
のできない制度です。 

また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保す
る意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。 

まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署ま
たは公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続きをとられるようお願いします。（商工会で
も加入手続きができますのでご相談下さい） 

ご不明な点はお気軽にお問合わせください。 
（問い合わせ先） 新潟労働局総務部 労働保険徴収課（電話０２５－２８８－３５０２） 
         又は、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク） 


